
 

 新たに研修制度を導入すれば、10万円を受給できます。 
 
 MG研修を研修制度に組み込むことが可能です。 
 
 さらに！ 
 研修実施後に実際に離職率が低下すると、60万円が 
 追加支給されます。 
 

 ※研修制度の導入支援、助成金の申請手続きは、当社提携の 
  社会保険労務士がすべて行います。 
 
その他の助成金を組み合わせて受取ることもできます。 
詳しくはお問合せ下さい。 
 

 
 

 

株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ 
TEL：086-238-4189 
FAX：086-238-4199 
E-mail： okayama-fp@view.ocn.ne.jp 
http://okayama-fp.com/ 

「職場定着支援助成金」 
研修制度を設ける等の方法で、魅力ある職場を作り、従業員の 
離職率の低下に取り組む企業に対して支払われる、厚生労働省 
の助成金です。 

新たに研修制度を設けてMG研修を組み込めば、
助成金を受け取ることが可能です！ 


